
2 3

序章 計画改定に当たって 
 

1 
 

 
序 章  計画改定に当たって 
１．計画改定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
２．計画の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
３．計画の性格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

  ４．計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 
 
第Ⅰ章  米原市の概況と特性 
  １．市の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 
  ２．健康に関する概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

３．社会保障の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 
第Ⅱ章  課題別の実態と対策 

  １．前計画の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 
２．生活習慣病の予防・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 
（１）がん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 

（２）循環器疾患・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 
 （３）糖尿病・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 

  （４）慢性腎臓病（CKD）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 

（５）歯・口腔の健康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 
  ３．生活習慣・社会環境の改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 
（１）栄養・食生活・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 
（２）身体活動・運動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 
（３）飲酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 
（４）喫煙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 

（５）休養・こころの健康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 
４．次世代の健康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 
５．高齢者の健康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 
６．目標の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 

 
第Ⅲ章  地域別の健康状況と特性 
１．地域の現状とその特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

  ２．地域組織活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 

 

第Ⅳ章  計画の推進 

  １．健康増進に向けた取組の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

２．保健活動体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 

３．健康増進を担う人材の確保と資質の向上・・・・・・・・・・・・・87 

 

＜資  料＞   

１．米原市健康づくり推進協議会委員名簿等・・・・・・・・・・・・・89 

２．米原市特定健康診査実施計画（抜粋）・・・・・・・・・・・・・・ 90 

  ３．用語解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 

目  次  

序章 計画改定に当たって 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

序章 計画改定に当たって 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



4

序章 計画改定に当たって 
 

3 
 

序章 計画改定に当たって 

 

１．計画改定の趣旨 

 平成 12年度から展開されてきた国民健康づくり運動「健康日本 21」は、壮年期死亡の減

少、健康寿命の延伸、生活の質の向上を目的として、健康を増進し発症を予防する「一次

予防」を重視した取組が推進されました。 

 今回、平成 25年度から平成 34年度までの『21世紀における第２次国民健康づくり運動

「健康日本 21(第２次)」』(以下「健康日本 21（第２次）」という。)では、21世紀の日本を

『急速な人口の高齢化や生活習慣の変化により、病気や介護の負担がますます上昇し、疾

病による負担が極めて大きな社会になる』と捉え、引き続き、生活習慣病の一次予防に重

点を置くとともに、合併症の発症や症状進展などの重症化予防を重視した取組を推進する

ために、次のとおり５つの基本的な方向が示されました。 

（１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

（２）生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

（３）社会生活を営むために必要な機能の維持および向上 

（４）健康を支え、守るための社会環境の整備 

（５）栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒および歯・口腔の健康に関する 

生活習慣ならびに社会環境の改善 
また、これらの基本的な方向を達成するため、53項目について、現状の数値とおおむね

10年後の目標値を掲げ、目標の達成に向けた取組が更に強化されるよう、その結果が大臣

告示として示されることになりました。 

 

市では、「健康日本 21」の取組を法的に位置付けた健康増進法（平成 14年法律第 103号）

に基づく市町村健康増進計画として、平成 20年８月に米原市健康増進計画「健康まいばら

21」（計画期間：平成 20年度から平成 29年度まで）を策定し、取組を推進してきました。 

また、前計画は、米原市総合計画の基本構想である「市民の絆で築く心と体の健康なま

ち」を目指し、「市民一人一人が健康意識を高め、自らが健康づくりに取り組むための指針」

および「市民の健康づくりを支援するための環境づくりの指針」として、市民、事業者、

行政が一体となり、まちぐるみの健康づくりを推進するものとして、位置付けてきました。 

今回、「健康日本 21（第２次）」により、新たに国の基本的な方向および目標項目が示さ

れたことから、前計画の取組の中間評価および国の基本的な方向に合わせた市町村健康増

進計画とするため、全面的な見直しを行い、新たに米原市健康増進計画「健康まいばら 21(第

２次)」を策定します。 
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２．計画の基本方針 

 本計画は、「市民の絆で築く心と体の健康なまち」を目指し、全ての市民が生活の質を高

め健康寿命を延ばすことができるよう、以下の３つの基本方針のもと健康づくりの取組を

推進していきます。 

 

（１）自分にあった健やかな生活の維持を目指します。 

本市は、一人当たりの国民健康保険の医療費が県内で高い状態が続き、介護給付費の

伸び率も大変高くなっています。高血圧や糖尿病など予防可能な生活習慣病の発症を抑

え、たとえ発症しても重症化しないようにすることが重要です。そのためには全ての市

民が健康診断を受け、その結果により自分の体を理解し、自分にあった生活習慣を身に

付け健やかな生活の維持を目指すことが重要です。また、発症予防と重症化予防の必要

な支援対象者を明確にし、保健師、管理栄養士等による確実な支援体制を整えます。 

 

（２）生活習慣を見直し（生活習慣病を予防し）、生涯にわたり健康づくりに取り組みます。 

 生活習慣病を予防し、その発症を遅らせるため、乳幼児期から高齢期までのライフス

テージに応じた、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒および歯・口腔の

健康に係る生活習慣改善への取組を推進することにより、生活習慣を見直し、生涯にわ

たる健康づくりに取り組みます。 

 

（３）社会全体で市民の健康づくりを支援します。 

 個人の健康は、家庭、学校、地域、職場など社会環境の影響を受け、近年、これらの

社会環境の差異から健康格差の拡大も指摘されており、社会全体として、個人の健康を

支え、守る環境づくりに努めることが重要です。そのためには市役所内部の連携はもち

ろんのこと、保健所等の関係機関や湖北医師会および湖北歯科医師会、自治会、社会福

祉協議会、健康推進員会、老人会、女性の会その他関係団体等とも連携を図り、市民の

健康づくりの取組を総合的に支援する環境を整える必要があります。また、地域ぐるみ

で健康づくりを推進するため、健康課題解決に向けた地域組織活動の推進を図ります。 
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図表１

■ 乳幼児・学齢期のう歯のない者の増加

■

■妊娠中の飲酒をなくす

■妊娠中の喫煙をなくす

■全出生数中の低出生体重児の割合の減少

■ 肥満傾向にある子どもの割合の減少

■ ３食（朝、昼、夕）食べる子どもが100％に近づく

■ 野菜を基準量以上食べる子どもの増加

■ 体を使った遊び（運動）をしている子どもの割合の増加

次世代の健康

[基本方針]

胎児（妊婦）     ０才

野菜を基準量以上に食べる子どもの割合の増加

「健康まいばら２１（第2次）」基本方針と目標３５項目
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■健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている者の割合の増加

自分にあった健やかな生

活の維持を目指します。
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健康寿命の延伸

「子どもから高齢者まで～ライフステージに応じた計画」

次世代の健康

高齢者の健康

慢性腎臓病

序章 計画改定に当たって 
 

6 
 

 

 
 

（■：目標項目）

■子宮頸がん検診の受診率の向上 ■ 胃・肺・大腸・乳がん検診の受診率の向上 ■ がんの標準化死亡比の減少

■ 特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上

■ メタボ予備群・メタボ該当者の減少 ■ 脳血管疾患・虚血性心疾患の標準化死亡比の減少

■ 高血圧の改善

■ 脂質異常症の減少

■ 糖尿病有病者の増加の抑制 ■ 治療継続者の割合の増加

■ 血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少

（HbA1cがJDS値8.0％以上の者の割合の減少）

■ 糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数の減少

■ 定期的に歯科健康診査を受ける者の増加

■適切な量と質の食事をとる者の増加

（主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の増加、食塩摂取量の減少、野菜・果物摂取量の増加）

■適切な体重を維持している者の増加

■運動習慣者の割合の増加

■ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少

■成人の喫煙率の低下 ■ ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の認知度の向上

■睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少

■ 自殺者数の減少

■ ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を認知している市民の割合の増加

■ 脳機能低下ハイリスク者の把握率の向上

■ 要介護認定率、重度認定者の割合の減少

■ 足腰に痛みのある高齢者の割合の減少

高齢者世代の健康青年・壮年世代の健康

７５才２０才 ４０才 ６５才

生
活
習
慣
の
改
善
・
社
会
環
境
の
改
善

生
活
習
慣
の
予
防

地域ぐるみの絆を育む

がん

循環器疾患

糖尿病

慢性肝臓病

歯・口腔の健康

栄養・食生活

身体活動・運動

飲　酒

喫　煙

休　養・
こころの健康

次世代の健康

高齢者の健康



6 7

序章 計画改定に当たって 
 

5 
 

 

 

図表１

■ 乳幼児・学齢期のう歯のない者の増加

■

■妊娠中の飲酒をなくす

■妊娠中の喫煙をなくす

■全出生数中の低出生体重児の割合の減少

■ 肥満傾向にある子どもの割合の減少

■ ３食（朝、昼、夕）食べる子どもが100％に近づく

■ 野菜を基準量以上食べる子どもの増加

■ 体を使った遊び（運動）をしている子どもの割合の増加

次世代の健康

[基本方針]

胎児（妊婦）     ０才

野菜を基準量以上に食べる子どもの割合の増加

「健康まいばら２１（第2次）」基本方針と目標３５項目

身体活動

・運動

歯・口腔の健康

循環器疾患

休 養・

こころの健康

栄養・

食生活

糖尿病

飲 酒

喫 煙

が ん

生
活
習
慣
病
の
予
防

生
活
習
慣
の
改
善
・
社
会
環
境
の
改
善

地域ぐるみの絆を育む
■地域のつながり強化（地域で保健活動に取り組んでいる者の増加）

■健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている者の割合の増加

自分にあった健やかな生

活の維持を目指します。

社会全体で市民の健康

づくりを支援します。

生活習慣を見直し(生活

習慣病を予防し）、生涯

にわたり健康づくりに取

り組みます。

健康寿命の延伸

「子どもから高齢者まで～ライフステージに応じた計画」

次世代の健康

高齢者の健康

慢性腎臓病
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（■：目標項目）

■子宮頸がん検診の受診率の向上 ■ 胃・肺・大腸・乳がん検診の受診率の向上 ■ がんの標準化死亡比の減少

■ 特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上

■ メタボ予備群・メタボ該当者の減少 ■ 脳血管疾患・虚血性心疾患の標準化死亡比の減少

■ 高血圧の改善

■ 脂質異常症の減少

■ 糖尿病有病者の増加の抑制 ■ 治療継続者の割合の増加

■ 血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少

（HbA1cがJDS値8.0％以上の者の割合の減少）

■ 糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数の減少

■ 定期的に歯科健康診査を受ける者の増加

■適切な量と質の食事をとる者の増加

（主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の増加、食塩摂取量の減少、野菜・果物摂取量の増加）

■適切な体重を維持している者の増加

■運動習慣者の割合の増加

■ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少

■成人の喫煙率の低下 ■ ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の認知度の向上

■睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少

■ 自殺者数の減少

■ ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を認知している市民の割合の増加

■ 脳機能低下ハイリスク者の把握率の向上

■ 要介護認定率、重度認定者の割合の減少

■ 足腰に痛みのある高齢者の割合の減少

高齢者世代の健康青年・壮年世代の健康

７５才２０才 ４０才 ６５才
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３．計画の性格 

本計画は、健康増進法第８条第２項に基づく「市町村健康増進計画」です。 

本計画は、「米原市総合計画」を上位計画とし、市民の健康の保持増進を図るための基本

的事項を示し、推進に必要な方策を明らかにするものです。 

 本計画の推進に当たっては、「健康日本 21（第２次）」および「健康いきいき 21－健康し

が推進プラン－」など目標項目に関連する法律および健康づくりに関連する各種計画との

整合を図るとともに、保健事業の効率的な実施を図るため、医療保険者として策定する高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）に基づく「米原市国民健康保険

特定健康診査等実施計画」と一体的に策定し、医療保険者として実施する保健事業と事業

実施者として行う健康増進事業との連携を図ります。 

 

図表２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

４．計画の期間 

本計画の目標年次は、国の計画「健康日本 21（第２次）」に合わせ平成 34年度とし、計

画の期間は平成 25年度から平成 34年度までの 10年間とします。 

なお、５年を目途に中間評価を行います。 

国 

健康増進法 

健康日本 21 

(第 2次) 

県 

健康いきいき 21 

健康しが推進プラン 

米原市総合計画 

健
康
ま
い
ば
ら 

�
第
２
次
� 

21 

米原市次世代育成支援行動計画 

米原市介護保険事業計画・高齢者福祉計画 

米原市国民健康保険特定健康診査等実施計画 

米原市いきいき食のまちづくり計画 

米原市障がい者計画・障がい福祉計画 

連携 
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